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１　

は
じ
め
に

鳥
取
県
は
、
日
本
列
島
本
島
の
西
端
に
あ
る
中
国

地
方
の
北
東
部
に
位
置
し
、
東
西
約
１
２
０
㎞
、
南

北
約
20
～
50
㎞
と
、
東
西
に
や
や
細
長
い
県
で
す
。 

北
は
日
本
海
に
面
し
、
鳥
取
砂
丘
を
始
め
と
す
る
白

砂
青
松
の
海
岸
線
が
続
き
、
南
に
は
、
中
国
地
方
の

最
高
峰
・
大
山
を
始
め
、中
国
山
地
の
山
々
が
連
な
っ

て
い
ま
す
。
山
地
の
多
い
地
形
な
が
ら
、
三
つ
の
河

川
の
流
域
に
平
野
が
形
成
さ
れ
、そ
れ
ぞ
れ
鳥
取
市
、

倉
吉
市
、
米
子
市
が
流
域
の
中
心
都
市
と
し
て
発
展

し
て
い
ま
す
。
気
候
は
比
較
的
温
暖
で
は
あ
り
ま
す

が
、
冬
に
は
降
雪
も
あ
る
な
ど
、
四
季
の
移
り
変
わ

り
は
鮮
や
か
で
す
。

人
口
は
56
万
４
１
３
人
（
平
成
30
年
11
月
１
日
現

在
）
と
、全
国
で
最
も
少
な
い
県
で
は
あ
り
ま
す
が
、

小
さ
な
県
な
ら
で
は
の
様
々
な
工
夫
を
凝
ら
し
た
取

組
も
進
め
て
い
ま
す
。

一
例
で
は
、
カ
ニ
の
水
揚
げ
や
消
費
量
が
日
本
一

で
あ
る
こ
と
か
ら
「
蟹
取
県
（
か
に
と
り
け
ん
）」

を
標
ぼ
う
し
、
冬
の
シ
ー
ズ
ン
に
は
「
ウ
ェ
ル
カ
ニ

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
の
期
間
を
設
け
販
売
促
進
を
仕
掛

け
た
り
、
県
内
全
域
に
わ
た
っ
て
美
し
い
星
空
を
観

察
で
き
る
こ
と
か
ら
、
多
く
の
人
に
鳥
取
県
の
星
空

を
堪
能
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
願
い
を
込
め
て

「
星
取
県
（
ほ
し
と
り
け
ん
）」
を
標
ぼ
う
し
広
報
し

た
り
す
る
な
ど
、
ユ
ニ
ー
ク
な
観
光
戦
略
も
展
開
し

て
い
ま
す
。

先進・ユニーク条例【解説】

　鳥取県では「鳥取県防災及び危機管理に関
する基本条例」を平成21年７月に制定し自
助、共助、公助の取組を進めてきたが、平成
28年に発生した鳥取県中部地震での取組の
好事例や新たに取り組むべき対策を盛り込む
ため、平成29年度に２回の改正を行った。
　このうち、２回目の改正では、住宅問題に
限らず生活面で課題を抱える被災者一人一人
に寄り添った復興支援体制を構築し、支援す
る「災害ケースマネジメント」を全国で初め
て条例に位置付け、恒久制度とした。

２　

条
例
の
改
正
に
至
っ
た
背
景
と
経

緯鳥
取
県
で
は
、
平
成
28
年
10
月
21
日
午
後
２
時
７

分
、
鳥
取
県
中
部
地
震
（
最
大
震
度
６
弱
）
が
発
生

し
ま
し
た
。

こ
の
地
震
に
お
い
て
、
県
と
被
災
市
町
は
連
携
を

図
り
な
が
ら
、
他
県
や
関
係
機
関
等
か
ら
広
域
的
な

応
援
も
受
け
つ
つ
、
避
難
所
開
設
や
り
災
証
明
発
行

の
た
め
の
被
災
建
築
物
の
被
害
認
定
業
務
な
ど
、
各

種
災
害
対
応
業
務
に
ス
ピ
ー
ド
感
を
持
っ
て
臨
み
ま

し
た
。
こ
れ
に
加
え
て
、地
域
住
民
同
士
の
声
掛
け
・

避
難
支
援
や
、
自
主
的
な
避
難
所
の
運
営
な
ど
、
鳥

取
県
ら
し
い
人
と
人
の
き
ず
な
を
基
調
と
し
た
「
共

鳥
取
県
危
機
管
理
政
策
課
企
画
担
当
　
原　

耕
平

鳥取県

鳥
取
県
防
災
及
び
危
機
管
理
に
関
す
る

基
本
条
例
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助
」
の
取
組
も
数
多
く
展
開
さ
れ
た
こ
と
が
特
徴
的

で
し
た
。

こ
の
よ
う
な
取
組
を
一
層
推
進
す
る
た
め
条
例
に

所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
（
平
成
29
年
７
月
７
日

公
布
、
施
行
）。

一
方
で
、
中
部
１
市
４
町
を
中
心
に
住
家
被
害
は

約
１
万
５
０
０
０
棟
に
及
び
、
古
い
住
宅
を
中
心
と

し
て
屋
根
瓦
（
特
に
土
葺
き
の
瓦
）
の
ズ
レ
や
落
下

が
多
く
見
ら
れ
た
他
、
外
壁
の
ひ
び
割
れ
・
落
下
、

塀
の
倒
壊
等
が
多
数
発
生
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
被
害

に
対
し
て
は
、
被
災
世
帯
の
住
宅
再
建
及
び
修
繕
の

た
め
の
支
援
措
置
を
講
じ
る
な
ど
、
県
や
市
町
村
の

積
極
的
な
支
援
に
よ
り
、
発
災
か
ら
約
１
年
で
、
ブ

ル
ー
シ
ー
ト
が
残
る
住
家
は
被
災
し
た
全
戸
の
お
お

む
ね
５
％
に
ま
で
減
少
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
発
災
後
１
年
を
経
過
し
て
も
な
お
、
住

宅
修
繕
に
着
手
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
世
帯
が
あ

り
、
そ
の
多
く
は
健
康
面
、
資
金
面
で
の
問
題
を
抱

え
て
い
た
り
、
高
齢
者
世
帯
で
修
繕
の
気
力
を
失
っ

て
い
る
方
々
な
ど
で
し
た
。
こ
の
よ
う
な
世
帯
へ
対

応
す
る
た
め
被
災
市
町
長
等
の
賛
同
を
得
た
上
で
、

鳥
取
県
に
お
け
る
「
災
害
ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

（
※
）」
の
導
入
が
決
定
し
、
こ
の
制
度
を
恒
久
的
な

も
の
と
す
る
た
め
、
条
例
に
規
定
す
る
こ
と
と
し
ま

し
た
（
平
成
30
年
３
月
27
日
公
布
、
同
年
４
月
１
日

施
行
）。

※
災
害
ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

行
政
や
民
間
団
体
、
弁
護
士
等
の
専
門
家
が
協

力
し
て
各
世
帯
に
応
じ
た
解
決
策
を
検
討
の
上
、

支
援
を
実
施
し
て
い
く
制
度
の
こ
と
。
平
成
17
年

に
ハ
リ
ケ
ー
ン
カ
ト
リ
ー
ナ
で
被
害
を
受
け
た
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
で
初
め
て
行
わ
れ
た
取
組
で
、
国

内
で
は
東
日
本
大
震
災
で
被
災
し
た
仙
台
市
が
初

め
て
本
格
的
に
取
り
入
れ
て
い
る
。

３　

条
例
の
改
正
内
容
に
つ
い
て

（
１
）「
災
害
時
支
え
愛
活
動
」
の
推
進
と
必
要
な
支

援
の
実
施
（
１
回
目
の
改
正
）

鳥
取
県
中
部
地
震
に
お
い
て
見
ら
れ
た
、
住
民
に

よ
る
自
主
避
難
所
の
設
置
運
営
、
避
難
行
動
時
の
助

け
合
い
、隣
近
所
の
声
掛
け
に
よ
る
安
否
確
認
な
ど
、

鳥
取
県
ら
し
い
人
と
人
と
の
き
ず
な
の
強
さ
を
活
か

し
て
地
域
で
自
主
的
に
行
わ
れ
る
「
共
助
」
の
取
組

を
「
災
害
時
支
え
愛
活
動
」
と
定
義
し
、
県
民
、
市

町
村
、
県
及
び
国
の
機
関
が
相
互
に
連
携
し
て
積
極

的
に
取
り
組
む
こ
と
を
、
防
災
及
び
危
機
管
理
の
基

本
事
項
と
し
ま
し
た
（
第
３
条
第
３
号
）。
ま
た
、

市
町
村
の
責
務
と
し
て
、
災
害
時
支
え
愛
活
動
が
円

滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
に
努

め
る
も
の
と
し
（
第
６
条
第
３
項
）、
更
に
県
の
責

務
と
し
て
も
、
市
町
村
に
対
し
て
必
要
な
支
援
を
行

う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
（
第
７
条
第
４
項
）。

（
２
）
災
害
ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
恒
久
制
度
化

（
２
回
目
の
改
正
）

被
災
者
一
人
一
人
の
実
情
に
応
じ
た
生
活
復
興
支

援
体
制
の
下
、被
災
者
へ
の
支
援
を
行
っ
て
い
く「
災

害
ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
に
つ
い
て
全
国
で
初
め

て
条
例
に
位
置
付
け
、
恒
久
制
度
と
し
ま
し
た
（
第

25
条
の
２
）。
現
在
で
は
、
鳥
取
県
中
部
地
震
か
ら

の
復
興
の
総
仕
上
げ
と
し
て
、
具
体
的
な
取
組
が
進

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
（
被
災
者
の
生
活
復
興
支
援
体
制
の
構
築
）

第
25
条
の
２　

県
及
び
市
町
村
は
、
相
互
に
連
携

し
、
必
要
に
応
じ
、
個
々
の
被
災
者
の
住
宅
、
就

労
、
健
康
、
財
産
管
理
そ
の
他
生
活
に
係
る
課

題
に
総
合
的
に
対
応
す
る
体
制
を
構
築
し
、
被

災
者
の
生
活
の
復
興
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

４　

改
正
条
例
を
基
に
し
た
取
組

（
１
）
平
時
か
ら
の
支
え
愛
マ
ッ
プ
づ
く
り
（
災
害

時
支
え
愛
活
動
の
促
進
）

災
害
時
支
え
愛
活
動
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、

平
時
か
ら
地
域
住
民
が
主
体
的
に
取
り
組
む
支
え
愛

マ
ッ
プ
（
平
常
時
の
見
守
り
及
び
災
害
時
の
避
難
支

援
を
目
的
と
し
て
、
支
援
を
必
要
と
す
る
者
及
び
そ

の
支
援
者
の
情
報
並
び
に
避
難
所
及
び
避
難
経
路
を

盛
り
込
ん
だ
地
図
の
こ
と
）
づ
く
り
を
通
じ
て
、
地

域
の
避
難
支
援
体
制
を
整
え
る
取
組
を
進
め
て
い
ま

す
。
マ
ッ
プ
づ
く
り
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
社
会

先進・ユニーク条例
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福
祉
協
議
会
を
中
心
に
、
県
社
会
福
祉
協
議
会
、
日

野
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
震
災
復
興
活

動
支
援
セ
ン
タ
ー
等
の
関
係
機
関
が
連
携
し
て
支
援

に
当
た
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
平
成
30
年
度
で
60
地
区
前
後
、
累
計
約

５
５
０
地
区
で
マ
ッ
プ
づ
く
り
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

（
２
）
鳥
取
県
中
部
地
震
に
お
け
る
災
害
ケ
ー
ス
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト

県
、
市
町
、
震
災
復
興
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び

県
弁
護
士
会
、
県
建
築
士
会
、
県
宅
地
建
物
取
引
業

協
会
、
日
本
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
ナ
ー
ズ

協
会
等
の
関
係
団
体
が
生
活
復
興
支
援
チ
ー
ム
を
組

み
、
被
災
者
の
生
活
復
興
支
援
を
行
う
も
の
で
、
具

体
的
に
は
、
県
や
震
災
復
興
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
、

市
町
が
個
別
訪
問
等
に
よ
り
被
災
者
の
実
態
調
査
を

行
い
、
住
宅
面
、
資
金
面
、
健
康
面
な
ど
の
課
題
を

抽
出
、
課
題
に
応
じ
て
生
活
復
興
支
援
チ
ー
ム
を
編

成
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
を
踏
ま
え
た
生
活
復
興
プ

ラ
ン
を
作
成
の
上
、
必
要
に
応
じ
て
専
門
家
派
遣
等

の
支
援
を
行
い
、
被
災
者
の
生
活
復
興
を
後
押
し
し

ま
す
（
専
門
家
の
派
遣
費
用
な
ど
、
必
要
な
経
費
は

県
が
予
算
化
）。

住
宅
修
繕
が
進
ま
な
い
方
を
始
め
支
援
が
必
要
な

方
９
７
３
世
帯
の
実
態
調
査
を
終
え
、
現
在
、
順
次

生
活
復
興
プ
ラ
ン
の
作
成
や
、
必
要
に
応
じ
て
生
活

復
興
支
援
チ
ー
ム
の
派
遣
を
行
っ
て
い
ま
す
。

②生活復興プラン作成②生活復興プラン作成①実態調査①実態調査 ③生活復興支援チームの派遣③生活復興支援チームの派遣

個別訪問等による実態把握 必要なチームの検討
生活復興プランの検討

生活復興支援チームによる個別訪問
専門家の派遣、支援窓口とのマッチング

福祉セクション等
関係者との情報共有

支援世帯への
生活復興プランの提示 支援実施後のフォローアップ

ステップ３ステップ2ステップ1

生活復興支援体制のイメージ

住宅未修繕世帯、再建支援補助金未申請世帯等住宅未修繕世帯、再建支援補助金未申請世帯等

プラン作成後、順次実施H29年度開始 実態調査後、順次実施

生活復興支援チームによる被災者に寄り添ったフォローアップ
【メンバー】震災復興活動支援センター、中部地震復興本部、倉吉市、三朝町、湯梨浜町、
　　　　　　琴浦町、北栄町、社会福祉協議会、建築士会、宅地建物取引業協会、弁護士会、
　　　　　　日本ファイナンシャル・プランナーズ協会等　　　　

市町の通常業務の
範囲内で継続的に
フォローアップ

資金不足
修繕方法が分からない
安価な賃貸住宅を探している

よく眠れない
気分が沈みがち
飲酒、喫煙の量が増えた
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５　

お
わ
り
に

近
年
頻
発
す
る
自
然
災
害
に
対
応
す
る
た
め
に

は
、
平
素
か
ら
地
域
の
ハ
ザ
ー
ド
の
認
識
や
と
る
べ

き
避
難
行
動
に
関
す
る
住
民
の
意
識
醸
成
や
避
難
体

制
づ
く
り
が
急
務
で
す
。
ま
た
、
発
災
後
の
復
旧
・

復
興
期
に
お
い
て
は
、
被
災
者
一
人
一
人
の
実
情
に

応
じ
た
生
活
復
興
支
援
を
行
う
こ
と
が
不
可
欠
と
な

り
ま
す
。
安
全
・
安
心
に
暮
ら
せ
る
鳥
取
県
を
目
指

し
て
、
条
例
に
位
置
付
け
た
災
害
時
支
え
愛
活
動
の

促
進
、
災
害
ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
取
組
を
進
め

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

災害ケースマネジメントの取組状況

【実態調査】個別訪問による実態調査を実施

【生活復興プランの検討】実態調査の結果に基づき、関係
者が集まり生活復興プランを検討

【生活復興支援連絡会】情報共有を図るため、定期的に関
係者による生活復興支援連絡会を開催

先進・ユニーク条例


